
2026 年 4 月 13 日 

一般財団法人吉岡記念財団 奨学金（返還不要）申込について 

 

 

| 申込・質問について 

本奨学金の申込ならびに質問は、学校を通して行う必要があります。 

不明な点は、1F 事務局①窓口・学生支援係 田所まで 

平日 8：40～16：30／第 2 本科生は電話・メールを活用してください 

TEL：06-6474-1644  mail：shomu@syusei.ac.jp ※修成メールアドレスから送信してください  

 

| 募集要項 

 申込を希望する前に内容をよく確認すること       ※外国人留学生も応募可能 

 

| 本奨学金の主な特徴 

 ・返還の義務なし （月額 10,000 円／正規の最短就学期間の給付） 

 ・他団体の奨学金との併給可能 

 ・奨学金の給付を受けても、この法人の設立会社等への入社等の付帯義務を負うものではありません 

 

| 申込の主な要件     ※詳しくは募集要項を必ず確認してください 

 □ 2026 年 4 月 1 日時点で満 22 歳以下 

 □ 学術優秀、品行方正でありながら経済的理由により就学が困難である者 

□ 成績要件 

   ●1 年生     高等学校の評定平均値 3.0 以上  

※外国人留学生は日本語学校の成績で財団が判断します 

   ●2 年生・専科  2 年生：１年次の GPA3.00 以上    専科：本科 2 年間の GPA3.00 以上 

             ※申込前に成績要件を満たしているかのお答えはできません。 

                  GPA については成績通知書に記載されています。また、ご自身で算出も可能です。 

☑ 収入要件 

   財団で審査を実施（収入の種類・金額・世帯構成・通学形態・家庭の事情など全て考慮し選考） 

 

2026 年度 

応募しない場合も 4/30（木）までに①窓口（田所）まで必ず連絡をすること（メール連絡可） 



| 学校からの推薦について 

  申込書類が不備なく提出された方について成績要件ならびに学校生活の状況を確認します。 

  成績要件を満たしている場合でも、学生生活の状況（授業態度やマナー等含む）によっては推薦 

できない場合があります。推薦可能と判断された場合は、学校から推薦書の発行を行います。 

電話・メールでの連絡に速やかに応じること。 

 

| 申込について 

  提出期限 2026 年 4 月 30 日（木）16：30 まで ※第 2 本科生のみ 18：20 まで 

         《受付時間》平日（土曜日除く）8：40～16：30（第 2 本科生のみ 18：20 まで） 

  提出先  1Ｆ事務局①窓口 学生支援係：田所 

 

提出書類  ※黒のボールペンで記入すること（擦って消えるペンは不可） 

① 奨学生願書 （写真貼付必要：タテ 4 ㎝×ヨコ 3 ㎝で裏面に記名した上で貼付） 

② 授業やゼミ等学生生活で取り組んでいること 

授業、資格試験への取り組み、GATUN 活動、コンペへの応募等含めて記入してください 

③ 高等学校の調査書または成績証明書（1 年生のみ）  ※高等学校へ至急依頼が必要 

2026 年 3 月（1 月・2 月）に高等学校を卒業した者は提出必須 

ただし、JASSO 奨学金の新規申込を行った者で高校卒業時点の成績を提出している場合は不要ですが、学校に保管されている

調査書等は財団へ写しを提出します。 

外国人留学生の方は、修成へ提出された日本語学校の最終成績の写しを財団へ提出します。 

④ 生計を支えている者（父母）の 2025 年分の収入（年収額）を証明する書類 （コピー可） 

源泉徴収票、確定申告書 等 （収入がない場合は、非課税証明書を提出すること） 

外国人留学生の方は、和訳も添付して提出すること 

 

  以上の書類が不備なく提出された者について成績要件を満たしているかの審査を行います。 

  審査後、「在学証明書」「成績証明書（2 年生・専科）」「推薦書」の発行依頼が必要となりますが、 

これらの発行には 1 通 200 円の手数料が必要です。（最大 600 円の手数料が必要） 

 

| 申込後のスケジュール    ※変更する場合があります 

  4/30（木）   申込締切 

  5/15（金）頃  推薦可否をお知らせ（修成メールアドレスへ送信予定） 

・・・6 月以降以降は財団から学生へ直接連絡が入る・・・ 

  実施月未定：面接（書類選考通過者のみ）  ※書類選考通過有無の連絡予定日は不明 

  11 月下旬頃：合否通知 

  12 月：初回振込                                以上 
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